
「福祉医療費（連記式）電子レセプト作成ソフトウェア」における 

食事標準負担額の入力方法について 

 
平成２７年１月診療分から難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく

特定医療費及び児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療支援に係る入院レセ

プトについて、食事標準負担額の２分の１を公費が負担するケースがありますが、

「福祉医療費（連記式）電子レセプト作成ソフトウェア」にて入力する場合は、

「食事標準負担額」欄に保険医療に係わる食事標準負担額、「福祉食事標準負担

額」欄には福祉医療費として請求すべき食事標準負担額を入力してくださいます

ようお願いいたします。 

 

 

 

（例）食事標準負担額の１／２を公費が負担

し、残りの２分の１を福祉医療費として請求

する場合は１／２の金額を「福祉食事標準負

担額」欄に入力してください。 


